H23ごみ対策課資料

　ごみ集積所設置費等補助金について
	制度概要
	収集の利便及び環境美化並びにごみの減量及び再資源化を図る為の集積所の新設又は改修を行う自治会に交付する。

	補助の対象
	自治会が行うごみ集積所の新設又は改修に要する経費

	補助金の額
	経費の２分の１以内とし、1自治会につき年間15万円を限度　

	提出書類
	○着手前

（申請）
· 交付申請書(様式第１号)…別添
· 見積書
· 位置図

· 設計図

· 設置箇所が私有地の場合は、土地の所有者又は管理者の承諾を得たことを証明する書類の写し
○完了後

（完了報告）
· 完了報告書(様式第５号)…別添
· 完成前後の写真
· 領収書
（請求）
· 請求書(様式第７号)…別添　

	提出先
	ごみ対策課（磐田市クリーンセンター内）　又は　環境課（本庁西館１Ｆ）

　又は　各支所市民生活グループ

	担当課
	ごみ対策課　ごみ減量推進係
電話番号　3７－４８１２、ＦＡＸ　３６－９７９７


<添付資料>
①交付申請書
②変更承認申請書

③事業完了報告書
④請求書

様式第１号（第４条関係）

ごみ集積所設置費等補助金の交付申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　
　　磐田市長　
住所　　　　　　　　　　　　

自治会名　　　　　　　　　　

自治会長名　　　　　　　　　　　 ㊞　

電話番号　　　　　　　　　　
　　磐田市ごみ集積所設置費等補助金の交付を受けたいので関係書類を添えて下記のとおり交付を申請します。
記
　
	集積場の種類
	□可燃ごみ
	□不燃ごみ
	□資源ごみ

	事業の内容
	□新築
	□改修（内容：　　　　　　　　　　　　）

	設置場所
	

	事業費
	　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

	交付申請額
	　　　　　　金　　　　　　　　　　　円

	着工予定日
	　　　　　　　平成　　年　　月　　日

	工事完了予定日
	　　　　　　　平成　　年　　月　　日


※　添付書類
□位置図
□設計図
□見積書
□土地使用の承諾を証明する書類
様式第３号（第７条関係）

ごみ集積所設置費等補助金の変更承認申請書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　
　　磐田市長
住所　　　　　　　　　　　　

自治会名　　　　　　　　　　

自治会長名　　　　　　　　　　　  ㊞　

電話番号　　　　　　　　　　
　平成　　年　　月　　日付け磐市ご第　　　号により補助金の交付決定を受けた磐田市ごみ集積所設置費等の補助金について、下記のとおり事業の変更を申請します。
記

	１　事業の計画変更の内容
	

	２　事業の計画変更の理由
	

	３　補助金の交付変更額
	

	・既交付決定額
	

	・変更後の交付申請額
	

	・差引増減額
	


· 添付書類

　□見積書　変更金額記入の明細書

様式第５号（第９条関係）
ごみ集積所設置費等補助金事業完了報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日　
　　磐田市長
住所　　　　　　　　　　　　

自治会名　　　　　　　　　　

自治会長名　　　　　　　　　 　　 ㊞　

電話番号　　　　　　　　　　
平成　　年　　月　　日付け磐市ご第　　　号により補助金の交付決定を受けた磐田市ごみ集積所設置費等の補助金について、下記のとおり事業が完了したので報告します。
記
	１　完了の年月日
	　平成　　年　　月　　日

	２　事業の内容
	

	３　設置場所
	

	４　事業費
	

	５　交付決定を受けた額
	


※　添付書類
１　完成前後の写真
２　新設又は改修に要した費用の支払証明する書類の写し
	


　　上記報告事項について審査しました。
　　　　平成　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　審査（検査）担当者　　　　　　　　　 eq \o\ac(○,印)　　
審査結果の意見
	


様式第７号（第１１条関係）

請　　求　　書
金　　　　　　　　　　円
平成　　年　　月　　日付け磐市ご第　　　号により補助金の交付確定を受けた磐田市ごみ集積所設置費等補助金について、上記のとおり請求します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　
　　磐田市長
住所　　　　　　　　　　　　

自治会名　　　　　　　　　　

自治会長名　　　　　　　　　　　 ㊞　

電話番号　　　　　　　　　　
	金融機関名
	銀　行

　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　支店

農業協同組合

	預金種別
	普通(総合)・当座
	口座番号
	
	
	
	
	
	
	

	フリガナ
	

	口座名義人
	


　※　振込先金融機関は（株）ゆうちょ銀行（郵便局）以外とする
